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１ 契約内容の確認

(１) 賃料滞納の法的位置付けを確認する
(２) 前払特約の有無を確認する
(３) 契約解除条項を確認する
(４) 無催告解除特約の有無を確認する

(１) 賃料滞納の法的位置付けを確認する

賃貸借契約は、諾成・有償の双務契約で、継続的契約であるとの特徴を有していま
す（民601）。土地や建物などの不動産を対象とする賃貸借契約において、賃貸人は賃借
人に対し不動産を使用・収益させる義務を負い、賃借人は不動産の使用の対価として
賃貸人に対し賃料を支払う義務を負います。また、民法改正（平成29年法律44号）に
より、賃借人の債務に契約終了時の目的物返還義務が含まれることが明記されました
（民601）。
賃料の支払は、賃借人にとって賃貸借契約の中核をなす義務です。賃料の滞納があ

れば、賃料支払義務の債務不履行となり、契約解除の原因となります（民541）。

(２) 前払特約の有無を確認する

賃料の支払時期は、民法上、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地につ
いては毎年末に支払うとされています（民614）。しかし、当事者の合意に基づき、支払
時期を毎週、毎月、半年ごと、毎年というように民法614条の定めとは別に定めること
もできるので、滞納状況を確認する前提として、賃貸借契約書をまず確認し、賃料の
支払時期はいつとされているのか、また、支払われた賃料に対応しているのはどの期
間なのか、などを把握する必要があります。
また、民法614条の定めでは、賃料は後払いとされています。しかし、不動産の賃貸

借契約においては、賃料前払特約が締結されていることが多いと思われます（賃料を
前月末払いとした場合、例えば７月分の賃料は前月に当たる６月末までに支払うこと
になります。）。賃貸借契約書に支払時期が定められていない場合は、契約書外での合
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意がない限り民法614条の定めに従います。前払特約が締結されていない場合は、賃
貸人から前払の請求はできませんので注意が必要です。

(３) 契約解除条項を確認する

◆賃貸借契約における催告解除
前述したように、賃貸借契約における賃料の滞納は賃料支払義務の債務不履行とな

り、契約解除の原因となります。判例・学説は、継続的契約である賃貸借契約におけ
る解除についても民法541条が適用されると考えています。したがって、賃料の滞納
がある場合には、賃貸人は相当期間を定めて催告し、相当期間内に賃料の支払がない
ときに、賃貸借契約の解除をすることができます。催告をした後、相当期間経過前に
賃料が支払われた場合には、賃貸借契約を解除することはできません。
また、賃貸借契約の解除は、将来に向かってのみその効力が生じ、遡及効はありま

せん（民620）。

◆賃貸借契約書の解除条項
賃貸借契約書には、「３か月以上賃料を滞納した場合に契約を解除することができ

る」というように解除条項が記載されていることが一般的です。実際に生じている賃
料の滞納期間と賃貸借契約書に記載されている解除条項を確認した上で、具体的案件
において賃貸借契約が解除できるかを判断します。
賃貸借契約書に解除条項がなかったとしても、賃料支払は賃借人にとっての中心的

な義務になりますので（民601）、賃料の滞納が賃貸人と賃借人間の信頼関係を破壊する
程度に至っているのか、その他信頼関係を破壊する事情がないかを総合考慮した上で、
契約の解除ができるかを判断することになります。
なお、後掲(４)で述べる無催告解除特約がある場合を除いて、前述したように賃貸

借契約においては民法541条が適用されますので、相当期間を定めて催告をした上で
賃貸借契約の解除をするのが原則です。

◆賃貸借契約に係る解除権の制限
賃料の滞納は、賃貸借契約の債務不履行となり契約解除の原因となり得ますが、継

続的契約である賃貸借の場合には、賃貸人及び賃借人間の特別な信頼関係を考慮し、
判例・学説は、債務不履行の事実があったとしても、信頼関係を破壊する程度に至ら
ない場合には契約の解除を認めていません（信頼関係破壊の法理）（最判昭39・７・28判

第２章 事案の確認・検討

〔SAK0003〕【ショウエイ企画(神野)】

25

3頁



改訂借地借家･偶数 B5･柱罫有･01A．honbun･14Q×38倍×横1段･25Q×33行･無線綴じ･セット済

時382・23）。賃貸借契約書の解除条項で定められている滞納期間を超える滞納が発生

した場合には、一般的に信頼関係が破壊されていると考えられますが、解除条項で定

められている滞納期間を超える滞納が発生していたとしても、信頼関係を破壊してい

ないと認められる事情があれば、賃貸借契約の解除をすることはできません。賃料滞

納の状況、期間、賃借人の態度、賃料滞納に至った経緯等を確認した上で、解除をす

ることができるか個別具体的に検討することになるでしょう。この点は後掲３で述
べます。

アドバイス

〇信頼関係破壊の法理と民法改正
民法541条は催告解除について定めていますが、民法改正によりただし書が追加され
ました。すなわち、催告期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上
の社会通念に照らして軽微であるときは、解除が否定されます。
改正民法下において、この民法541条ただし書と信頼関係破壊の法理との関係をどう
捉えるかですが、「催告後相当期間が経過してもなお信頼関係が破壊されたものとはい
えないとの事実」を民法541条ただし書の「債務不履行が軽微であること」と捉え、信頼
関係不破壊は、賃貸人からの催告解除に基づく主張に対する抗弁として賃借人が主張・
立証すべきものと解する見解があります（潮見佳男『基本講義債権各論Ⅰ第４版』168頁（新世
社、2022））。
また、信頼関係破壊を理由とする無催告解除についても、その根拠を民法542条１項５
号に求める見解があります。すなわち、「信頼関係が破壊されたとの事実」を「催告をし
ても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであ
る」と捉え、これを賃貸人側が主張・立証することで、無催告解除ができると考えるも
のです（同書169頁）。
一方で、信頼関係破壊の法理を、民法541条ただし書、同法542条１項５号の要件の枠
を超えた判例法理（すなわち追加的要件）として理解すべきではないかとの見解もあり
ます。民法の前記条項の要件に関する解釈論と信頼関係破壊の法理に関する判例が、細
部まで整合するとはいえないのではないか、というのがその理由です。
このように、現行民法下では、信頼関係破壊の法理を、条文に根拠付けられたものと
考えることができるのか、あるいは引き続き判例法理として理解されることになるのか、
今後の判例の動向を注視する必要があると思われます（長島・大野・常松法律事務所編『アド
バンス債権法』860～862頁（商事法務、2023））。
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ケーススタディ

Ｑ 賃貸借契約締結の際に、賃借人が保証会社と保証委託契約を締結していたとこ
ろ、賃借人に滞納があったため、保証会社から賃料の代位弁済を受けました。こ
の場合、滞納賃料は回収できているため、契約の解除はできなくなるのでしょう
か。

Ａ 大阪高裁平成25年11月22日判決（判時2234・40）は、賃借人による賃料滞納が常態
化し、賃借人が保証委託契約を締結した保証会社から、賃貸人が賃料の代位弁済
を受けた事例において、「賃貸借保証委託契約に基づく保証会社の支払は代位弁
済であって、賃借人による賃料の支払ではないから、賃貸借契約の債務不履行の
有無を判断するに当たり、保証会社による代位弁済の事実を考慮することは相当
でない」「保証会社の保証はあくまでも保証委託契約に基づく保証の履行であっ
て、これにより、賃借人の賃料の不払という事実に消長を来すものではなく、ひ
いてはこれによる賃貸借契約の解除原因事実の発生という事態を妨げるものでは
ない」として、滞納賃料が一部解消されたことを理由に賃貸借契約の解除原因事
実を争った賃借人の主張を排斥しました（賃借人が上告及び上告受理申立てをし
ましたがいずれも排斥）。保証会社の代位弁済により形式的には賃料滞納は解消
されることにはなりますが、賃借人が賃料の支払をしていないという事実は残る
ため、この点を考慮した上で信頼関係が破壊されたと判断したものと考えられま
す。

(４) 無催告解除特約の有無を確認する

無催告解除特約とは、例えば「２か月分の賃料の滞納があれば催告をすることなく
契約を解除することができる」という定めのように、相当期間を定めた催告を行うこ
となく解除できることを定めた特約です。判例は、旧借地法11条（現借地借家法９条）、
旧借家法６条（現借地借家法30条）と無催告解除特約の関係について、同条は賃借人
の賃料不払の行為までも保護する趣旨ではないとし、無催告解除特約を有効と考えて
います（最判昭40・７・２判時420・30（借地）、最判昭37・４・５判タ130・58（借家））。
では、無催告解除特約が賃貸借契約書に定められているからといって、短期間の滞

納でも無催告解除を認める特約は有効なのでしょうか。判例において「１か月の賃料
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【参考書式３】更新拒絶通知書

通 知 書

私は貴殿に対し、下記建物を賃貸しておりますところ、賃貸期間は令和〇年〇月〇日
までとなっております。
下記建物については、今後当方において使用する必要がありますので、賃貸借契約の
更新は拒絶いたします。
つきましては、賃貸借期間満了後、下記建物を明け渡していただきますようお願いい
たします。

記

〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇コーポ（〇階〇号室）

令和〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
丙 山 一 夫 殿

〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
甲 野 一 夫 ㊞
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める場合には家賃台帳等が考えられます。他にも、相手方に配達証明付内容証明郵便
で賃貸借契約の解除通知を送っている場合には、内容証明郵便、配達証明書を証拠と
して提出することが考えられます。
添付書類としては、不動産の登記事項証明書（民訴規55①一）、固定資産評価証明書（民

訴８①参照）、当事者が法人の場合には資格証明書（民訴規15・18）を添付します。
訴状の記載については、【参考書式10】を参照してください。

３ 訴えの提起及び訴訟手続の終了

(１) 訴えの提起をする
(２) 期日の対応をする
(３) 和解の検討をする
(４) 判決が確定したか確認する
(５) 上訴を検討する

(１) 訴えの提起をする

訴えの提起は、訴状を管轄裁判所の事件係に提出（持参、郵送、夜間受付）するこ
とにより行います。訴えの提起、すなわち裁判上の請求により、時効の完成猶予等の
効果が生じます（民訴147）。
管轄裁判所の事件係では、裁判所書記官が、当事者、管轄、訴額等訴状の審査を行

い、補正が必要な場合は補正を求めます。訴状が受け付けられると、訴状に受付印が
押印され、事件番号が付され、事件を担当する裁判官に配てんされることとなります。
事件の配てんを受けた裁判官（合議の場合は裁判長）は訴状審査権に基づき訴状を

審査し、第１回口頭弁論期日を指定します。
その後、裁判所は、訴状の副本等を被告に送達し、この被告への訴状の送達によっ

て、裁判所が審理できる状態（訴訟係属）となります。なお、訴訟係属の効果として、
重複する訴訟が禁止され（民訴142）、訴訟告知（民訴53①）、訴訟参加（民訴42等）、反訴提
起（民訴146）、当事者照会（民訴163）などを行うことが可能となります。

第３章 解決のための手続
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なお、時効の完成猶予等は訴え提起時に効力が発生します（民147①一、民訴147）。

アドバイス

〇民事訴訟法の改正
民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和４年法律48号）により、インターネット
を利用して訴えの提起や主張書面の提出などをすることができるようになります（改
正後の民訴132の10等）。なお、弁護士等は、オンライン提出・受取りが義務化されます（改
正後の民訴132の11）。
また、訴訟記録は、原則として、電子データで保管されることになり、訴訟記録の
閲覧等は、インターネットを通じて裁判所のサーバーにアクセスする方法によって行
うことができるようになります（改正後の民訴91の２・132の12・132の13・160・252等）。
これらの改正法は公布の日（令和４年５月25日）から４年内の施行が予定されてい
ます。

◆訴状の送達
訴状の送達は、特別の定めがある場合を除き、裁判所が職権で行い（民訴98①）、送達

に関する事務は裁判所書記官が取り扱うこととなります（民訴98②）。
送達は、原則として、郵送又は執行官によって行うこととなりますが（民訴99①）、大

半は郵便による送達の方法（実務では「特別送達」といわれています。）をとることが
ほとんどで（郵便44・49参照）、執行官送達は送達のタイミングを正確に行いたい場合（証
拠保全）に利用されています。
特別送達においては、送達を受けるべき者が不在であっても、同居者等相当のわき

まえのある者に交付すること（補充送達）や、それらの者が受取りを拒む場合は送達
物を差し置くこと（差置送達）も行いますが（民訴106）、これらによっても送達できな
い場合は、留置期間（通常７日（内国郵便約款88①参照））の経過後、裁判所に返却される
ことになります。

◆郵便による送達（特別送達）ができない場合
「あて所に尋ねあたらず」を理由に送達すべき書類が裁判所に戻ってきた場合には、
送達場所に送達を受けるべき者が居住していないと考えられます｡この場合､住民票を
再取得し、転居先が判明すれば、「送達先変更の上申書」を裁判所に提出して、新たな
送達先に送達することになります。また、転居先が分からない場合でも、就業場所が
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分かっている場合には、新たな送達先を就業場所として送達を試みることになります。

「留置期間満了」を理由に送達すべき書類が裁判所に戻ってきた場合は、送達場所

に送達を受けるべき者が居住している可能性が高いものの、郵便が届けられた際に自

宅にいなかった、不在票を見ていなかったなどのケースが考えられます。この場合は、

休日又は夜間を指定して再送達（休日送達、夜間送達）を上申する、書留郵便等に付

する送達を上申することを検討することになります。

◆書留郵便等に付する送達
再送達を試みても、送達を受けるべき者が居留守を使って、送達すべき書類を受け

取ろうとしない場合があります。この場合は、書留郵便等に付する送達（付郵便送達）

をとることが考えられます（民訴107①）。

付郵便送達とは、裁判所書記官が送達書類を書留郵便等に付して送達する送達方法

で、書留郵便等として発送した時点で送達があったものとみなされます。

付郵便送達は、通常、調査報告書とともに上申書を裁判所に提出して行います。調

査報告書には、現地調査の結果を記載することになります。

ケーススタディ

Ｑ 賃貸借契約の解除の意思表示を、訴状の送達で行うことを考えています。送達

が付郵便送達の方法による場合、付郵便送達による解除の意思表示を行うことが

できるのでしょうか。

Ａ 解除は、相手方に対する意思表示によって行います（民540）。この点、付郵便送

達は、公示送達のように意思表示の到達に関する規定がなく（民訴113）、また、発

信主義がとられているので（民訴107③）、付郵便送達により訴状の送達が行われた

としても、付郵便送達は発送したときに効力が生じたものとみなされるため、解

除の意思表示が相手方に到達したかどうか疑義が生じてしまい、裁判所から解除

の意思表示がされていないのではと指摘を受けることがあります。すなわち、付

郵便送達はあくまで送達を擬制する制度であって、公示送達のように意思表示の

到達を擬制する制度ではないということです。

この場合、解除の効力を発生させるために、訴状の送達とは別途、解除の意思

表示を相手方に行わなければなりません。
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訴状の送達を付郵便送達で行わなければならない相手方なので、配達証明付内
容証明郵便で解除の意思表示を行っても意味がないでしょう（付郵便送達は、相
手方の不在等により訴状の特別送達等ができない場合に行われる送達方法である
ため）。このようなケースでは、次善の策として、普通郵便で解除の意思表示を行
う、若しくは、相手方に解除の意思表示が到達したことを証明するために、特定
記録郵便（郵便局が行っている郵便物等の引受けを記録するサービス）で解除の
意思表示の書面を相手方に送付し、解除の意思表示の書面（送付した書面の写し）
及び相手方に意思表示の書面が届けられたことを証明する書面（インターネット
で確認できる配達状況を印刷したもの）を証拠として提出し、解除がされたこと
の立証を行うなどの工夫が必要になります。

アドバイス

〇調査報告書
付郵便送達の上申の際に添付する調査報告書には、①いつ、誰が、どこを調査した
のか、②送達を受けるべき者が送達場所に居住しているか否かを記載することになり
ます。②については、ガスメーターや電気メーターの数値が動いているか否か、郵便
物が溜まっているか否か、洗濯物がベランダに干されているか否かなどの状況を写真
に撮影して報告書を作成します。ガスメーターなどの変動を確認するために、最低２
回、場合によっては複数回訪問する必要があります。また、他にも隣人や管理人等か
らの聴き取りが可能であれば、その結果を報告事項として記載することもあります。
このように、状況に応じた調査方法を選択することになります。裁判所によっては、
調査報告書の書式を開示している場合もあるので、裁判所の書式を参考に調査報告書
を作成するとよいでしょう。
ガスメーターや電気メーターが動いており、郵便物も溜まっていない状況であれば、
その建物の中に被告が居住しているということが推測できるため、書留郵便等に付す
る送達を検討することになります。
逆に、メーターが動いておらず、郵便物も溜まった状態なのであれば、被告がその
場所に居住していないと推測できるので、他の送達場所が不明の場合には、公示送達
を検討することになります。

◆公示送達
公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき

者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示して行う送達方法です（民訴111）。この送
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